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情
報

平成27年度第２回上級救命講習（一般公募）
　

と　　き　11月22日（日）　午前8時30分～午後5時30分
と  こ ろ　石巻広域消防本部2階大会議室（大橋一丁目1-1）
対　　象　満16歳以上
定　　員　50人〔先着〕
料　　金　無料
申込期間　11月4日（水）～13日（金）
申込方法　・最寄りの消防署、分署、出張所または石巻地区広域行
　　　　　　政事務組合消防本部ホームページにある申込用紙で
　　　　　　申し込みください。
　　　　　・再講習の方は、受講申込時および講習日に修了証　
　　　　　　を持参してください。
　　　問　石巻広域消防本部警防課　☎95-7433
　　 　　　URL http://isyoubou.jp/
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社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が送付されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

　国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税の社会保険
料控除の対象となります。その年の１月１日から１２月３１日までに納付した
保険料が該当します。
　本年１月１日から９月３０日までの間に納付した方は社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書が１１月上旬に日本年金機構から送付されま
す。年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書を添付してください。
　また、年の途中から国民年金に加入した場合等で、１０月１日から１２月
３１日までの間に初めて保険料を納付する方は、翌年２月上旬に送付さ
れます。
問　石巻年金事務所　☎22-5115　
　　専用ダイヤル　☎0570-058-555
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取
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止
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お
知
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平成27年度患者等搬送乗務員定期講習および基礎講習
　　　

　

　

と　　き　①定期講習　11月27日（金）
　　　　　　午前9時～正午
　　　　　②基礎講習　12月9日（水）～11日（金）　
　　　　　　午前9時～午後4時
と こ ろ　石巻広域消防本部2階大会議室（大橋一丁目1-1）
対　　象　①定期講習
　　　　　　平成25年以降に患者等搬送乗務員基礎講習ま
　　　　　　たは患者等搬送乗務員定期講習を受講し、適任
　　　　　　証（有効期間2年間）の交付を受けている方
　　　　　②基礎講習
　　　　　　患者等搬送乗務員講習をはじめて受講される方
料　　金　①定期講習　無料
　　　　　②基礎講習　5,246円（テキスト代）
申込期間　①定期講習　11月9日（月）～19日（木）
　　　　　　（土日を除く）午前9時～午後5時
　　　　　②基礎講習　11月16日（月）～26日（木）
　　　　　　（土日・祝日を除く）　午前9時～午後5時
申込方法　石巻広域消防本部警防課または石巻地区広域行
　　　　　 政事務組合消防本部ホームページにある申込用
　　　　　 紙で申し込みください。
そ の 他　・講習日は、筆記用具を持参し、運動しやすい服
　　　　　　装でお願いします。
　　　　　・受講日の受け付けの際、患者等搬送乗務員適任証
　　　　　　（定期講習受講者のみ）と受講票を提出してくださ
　　　　　　 い。（受講票は、受講申込の際にお渡しします）
　　　　　・受講日当日の駐車場は、石巻広域消防本部庁舎
　　　　　　北側駐車場となります。
　申・問　石巻広域消防本部警防課　☎95-7433
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平成27年度石巻市総合防災訓練のお知らせ
「自分で守る！地域で支える！」

　
と　き　11月15日（日）　午前9時
内　容　 巨大地震が発生した想定のもと、防災行政無
　　　　 線、緊急速報メール、防災ラジオ等により、全市
　　　　 民に対し避難指示を発令します。最寄りの避難
　　　　 所等へ避難してください。
　詳細については、全戸配布のチラシをご覧ください。
問　危機対策課　（内線4168）

平成２８年版　みやぎ手帳　予約受付中
みやぎの情報はこの一冊で！

　
　一冊　500円（消費税込）　サイズ（17.5㎝×8.8㎝）
　・見やすく使いやすい月間予定表と日記
　・最新の統計資料（国・県・市町村の主要指標）
　・仕事や生活に役立つ資料
予約期限　11月13日（金）
予約方法　直接申し込みください。（電話可）
発売期間　12月10日（木）～21日（月）

 11月9日は「119番」の日です
　本年8月現在、石巻地区（石巻市・東松島市・女川町）における１１９番の
受付回数は7,873件で、1日あたり約29件となっています。このうち「いた
ずらや間違い等」の回数は1,090件で全体の約15％を占めています。
　１１９番通報は、火災、救急、救助等、皆さんの「生命・財産」を守るため
の大切な電話です。必要とする人がスムーズにつながるよう、ご協力をお願
いします。
　また、目の前で起きた事故等で１１９番通報する場合、落ち着いて通報で
きるよう正しい通報要領を身につけましょう。
《 通報要領 》
◎火事（または「救急」）です。　　　　　
◎場所は、〇市〇丁目〇番
◎目標は、□□□□です。　　　　　　　
◎□□□が燃えています。（病人・ケガ人がいます）
◎私の名前は、□□□です。　　　　　
◎電話番号は、〇〇〇〇〇です。
問　石巻消防署　☎95-7112

防災ラジオの販売会のお知らせ

※11月15日（日）の総合防災訓練において、防災ラジオで訓練放送を
　行います。
問　防災推進課（内線4173）

　津波警報等の避難が必要な重要情報を、自動起動により聞くことが
できる防災ラジオを販売しています。
販売対象 ①市民　②市内で事業を営んでいる事務所や事業所

金額

戸別受信機が設置されていない世帯 1,000円/1台
戸別受信機が設置されている世帯

5,000円/1台事務所、事業所
２台目以降の購入世帯

販売会
日程

11月10日（火）　午後1時30分～7時　総合体育館ミーティングルームＡ
※町内会、自治会、自主防災会や、事業所等において、取りまとめて20台以上購
　入する場合は、代表者の自宅や事務所にお届けすることができますのでご
　相談ください。

注意事項

(1)購入時、運転免許証や健康保険証等の、市民であることが確認できるものを
　　持参してください。なお、代理人による購入が可能です。この場合、実際に使用
　 する世帯の世帯主等の身分証明書のコピーを持参してください。
(2)ラジオ石巻（FM76.4MHz）が受信できない場所では使用できません。
　　購入前に必ず受信状況を確認してください。
(3)普段はラジオ石巻のみを聞くことができるラジオです。詳細はホームページをご覧
　 いただくか、お問い合わせください。

平成27年　秋の火災予防運動

　　11月9日㈪から15日㈰までの1週間、全国一斉に「秋の火災予防運
動」が実施されます。
　この運動は、空気が乾燥しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防の意
識を高めていただくことにより、火災の発生を防止し、火災から尊い生命と
貴重な財産を守ることを目的に毎年実施しています。
　火気の取り扱いには十分注意し、日頃から火の用心を心がけましょう。
◇住宅防火　
いのちを守る7つのポイント
―3つの習慣・4つの対策―
3つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスこんろ等のそばを離れるときは、必ず火を消す。
4つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
問　石巻広域消防本部予防課　☎95-7167

秋の火災予防運動
利用者の声（アンケートより）
●光熱費の削減を図ることができます。
●災害時に使用できて良い。

対　象　・太陽光発電システム…本年４月１日以降に電力会社と太陽
　　　　　光受給契約（系統連係電圧は低圧で、配線方法は余剰配線
　　　　　とした契約に限る）を締結した方、または、平成26年度中に
　　　　　同様の太陽光受給契約を締結し、この補助をまだ受けていない方
　　　　・定置用リチウムイオン蓄電池およびＨＥＭＳ…本年４月１
　　　　　日以降に設置を完了した方、または、平成２６年度中に同様の
　　　　　設置を完了し、この補助をまだ受けていない方
※新設が対象で、増設等は対象外となります。

太陽光発電システム等を設置した方へ補助金！

対　象　市内に住所を有する個人または市内に事業所等を置く法人
　　　　で、平成２６年4月1日以降に、市販されている８０㍑以上の雨水
　　　　利用タンク（雨水貯留槽）を設置し、この補助をまだ受けてい
　　　　ない方
※住宅または事業所1棟につき1基までを対象とします。
補助金の額　雨水タンクの購入（設置費用含む）費用（税抜）の3分の1
　　　　　　とし、上限は2万円です。（千円未満切り捨て）

利用者の声（アンケートより）
●鉢等に水をやって、水道代が少しでも助かっています。
●タンクに水が溜まっていると思うと地震が来ても安心です。

雨水利用タンクを設置した方へ補助金！

　　　　環境課（内線3368・3367）　〒986-8501（住所不要）申・問

受付期限　平成２８年３月３１日㈭（予算がなくなり次第終了）

申請方法　申請書に必要事項を記載し、必要書類を添えて直接環境
　　　　　課に持参するか郵送（必ず書留等配達記録が残る方法）
　　　　　してください。申請書は、環境課、各総合支所市民生活課
　　　　　および各支所の窓口で配布しています。また、ホームペー
　　　　　ジからもダウンロードできます。
　　　　　制度について、不明な点がありましたら、お問い合わせください。
　　　　

　　　　 総務課（内線4931）・各総合支所地域振興課・各支所申・問
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（単位:ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時）■空間放射線量の測定結果
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測定箇所 測定結果 測定期間
市役所北出入り口前 0.05～0.07 9/1～9/30
市立保育所、私立幼稚園、私立保育園（敷地） 0.05～0.09 9/1～9/30
公共施設等（ホットスポット調査） 　0.05～0.12 9/1～9/30
牡鹿地区集落 0.05～0.18 9/1～9/16
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宝くじ助成で地域づくり
（財）自治総合センター平成27年度コミュニティ助成事業

　明るく住み良い地域づくりの
ために必要な備品を宝くじの助
成金で整備しました。
問　河南総合支所地域振興課
　　　☎72-2111

道
的
地
区
会（
河
南
地
区
）

整
備
し
た
備
品
・
テ
ー
ブ

ル
、椅
子
、コ
ピ
ー
機
等

みみサポサロンのご案内

　聴覚障害をお持ちの方、ご家族・関係者の皆さんを対象に、みみサポサロンを開
催します。

※手話通訳と要約筆記（文字通訳）が付きます。
問　宮城県聴覚障害者情報センター（みみサポみやぎ）
　　☎022-393-5501　FAX022-393-5502
　　　　info@mimisuppo-miyagi.org
　　市障害福祉課（内線2482）　FAX22-6610

とき 内容 ところ

11月18日（水）
午前10時30分～

正午
介護保険課による講話
「どうなる？わたしの老後」

市役所２階
保護課前

オープンスペース午後1時～2時30分 交流サロン、個別相談コーナー

11月～12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です
　　　　        

　税金の納め忘れはありませんか?皆さんが負担している税金は、住みよいまちづくり
を支える貴重な財源です。市では、税負担の公平性を保つために、何の事情もなく未納
になっている方に対し、国税徴収法に基づき滞納処分を行います。市税を滞納したまま
放置すると、法律に基づき延滞金の徴収や強制的に財産の差し押さえを行うことにな
りますので、納期限までに必ず納めましょう。
滞納処分とは
　法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないと
き」は「財産を差し押さえなければならない」と定めていますが、単なる不注意や何らか
の事情により納付できなかった場合も考慮し、さらに催告書等を送付し、早めの納付を
促しています。それでも納付または連絡・相談がない場合には、期限内に納付された納
税者との公平を保つため、やむを得ず滞納者の財産（預貯金、給与、生命保険、不動産等）
を差し押さえ、換価（金銭に換えること）し、滞納の税金に充当します。これら一連の手
続きを滞納処分といいます。
納税が困難な方は早めに相談を
　災害や盗難、失業や事業の経営不振、本人や家族の病気等の問題で、納期限までに納
めることができない場合は、お早めに納税課へご相談ください。
　なお、仕事の都合等の理由で、昼間市役所へ来所できない場合は、事前に電話連絡し
てください。日程調整し、休日または夜間窓口を利用いただきます（予約制）。
納付・相談に応じない人には強制処分を行います
○市税の滞納者には
　給与・預貯金・不動産等を差し押さえ、滞納分に充当します。
○国民健康保険税の滞納者には
　前述の財産等の差し押さえのほかに、保険証の有効期限が短い短期保険証や、病院の
　窓口で医療費の全額を一時負担していただく国民健康保険資格証明書が保険証の代
　わりに発行される場合があります。
○介護保険料の滞納者には
　滞納期間に応じ次の措置が講じられる場合があります。
・1年以上…費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払
　われます。
・1年6カ月以上…保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。
・2年以上…利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービス費が受けられなくな
　ります。
○後期高齢者医療保険料の滞納者には
　保険証の有効期限が短い短期保険証や、病院の窓口で医療費の全額を一時負担して
　いただく後期高齢者医療資格証明書が保険証の代わりに発行される場合があります。
納付は便利な口座振替で
　納期限に指定の口座から自動的に振り替えができるので、納付のために出かける手
間が省け、非常に便利です。
　口座振替を希望する方は、税の納付書と預金通帳、金融機関届出印を持って、金融機
関の窓口で申し込みください。
　なお、納税課、各総合支所、各支所でも口座振替の申し込みを受け付けします。
全国のコンビニエンスストアでも納付ができます
　今年度から、全国のコンビニエンスストアでも納付書を使って市税の納付ができま
す。時間や曜日を気にせず、いつでもどこでも納付でき、大変便利ですので、ご利用ください。
問　納税課(内線3136)

「税を考える週間」　11月11日㈬～17日㈫
　今年のテーマは「税の役割と税務署の仕事」です。
◎納税表彰式
と　き　11月13日㈮　午後2時　ところ　石巻グランドホテル
問　石巻税務署　☎22-4151

◎税を考える週間イベント
と　き　11月14日㈯　午前11時　
ところ　イトーヨーカドーあけぼの店
内　容
○税金クイズ、一億円体験コーナー等のイベント
○「税に関する絵はがき」コンクール選考会
問　㈳石巻法人会事務局　☎93-6704
　　 石巻税務署　☎22-4151

マイナンバーの通知に関するお知らせ
　マイナンバーの通知カードは、11月中旬から簡易書留で送付される予定です。
　12月に入っても届かない場合はお問い合わせください。
問　市民課　☎90-4834
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　行　　　政　
●行政書士相談（要予約）
　  　　   　　16日（月）　午前10時〜午後3時　市役所２階相談室A・B
　　　　　　　　　　　 相続・許認可・相談ほか
　 申 問・ 　県行政書士会石巻支部　☎22-8471
●行政相談　
　　　　　　 9日（月）　午前１０時〜午後3時　 北上保健医療センター
　  　　   　　11日（水）　午後1時〜3時　 　　  石巻中央公民館楽屋
　  　　   　　11日（水）　午後１時〜3時30分　 河南総合支所 

　子　ど　も　
●県東部児童相談所（石巻合同庁舎） 18歳未満の子どもに関する相談
　午前8時30分〜午後5時15分（土日・祝日を除く） ☎95-1121
●子育てに関する相談（子育て支援センター）
　午前9時〜午後4時（土日・祝日を除く） ☎94-2366

　介　　　護　
●各地域包括支援センター　※（　）内は担当地区

中央（石巻・中央） ☎21-5171 河北（河北） ☎61-1252
稲井（稲井・住吉） ☎93-8166 雄勝（雄勝） ☎61-3732
蛇田（蛇田） ☎92-7355 河南（河南） ☎86-5501
山下（山下・釜・大街道） ☎96-2010 ものう（桃生） ☎76-5581
渡波（渡波・荻浜） ☎25-3771 北上（北上） ☎61-7023
湊（湊） ☎90-3146 牡鹿（牡鹿） ☎44-1652

　交 通 事 故　
●県交通事故相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分〜午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●交通事故に伴う自動車保険請求相談（そんぽADRセンター東北）
　午前9時15分〜午後5時（土日・祝日を除く）　☎0570-022808

　暮　ら　し　
●市民相談センター（市役所2階）
◦市民生活相談　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）
　市民相談（内線2532）　家庭児童相談（内線2534） 
◦少年相談（内線2533） 午前9時〜午後5時（月･水･木・金曜日）
◦消費生活相談　☎23-5040 午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）
●弁護士による無料法律相談（内線2532・2533）
　10日(火)　かもめ法律事務所中尾弁護士
　24日(火)　齋藤智法律事務所齋藤弁護士　
　午前10時30分〜午後4時　
　定　員　1日9人〔先着〕　電話予約受付開始　2日(月)　午前9時

●虐待防止センター（市役所2階）
◦児童、高齢者、障害者の各種虐待相談およびDV相談（内線2535・2538・2539・
　2543）☎23-6614（直通）午前8時30分〜午後5時（土日・祝日を除く）
●女性のための面接相談（市役所2階相談室B）
　と　き　4日（水）・18日（水）　午前10時30分、午後1時、午後2時30分
　定　員　1日3人〔先着〕
　担　当　田口 京子（ウィメンズカウンセリングいずみ/日本フェミニストカ
　　　　　ウンセリング学会認定カウンセラー）
　 申 問・ 　地域協働課（内線4233）
●法律（弁護士）相談
◦仙台弁護士会石巻法律相談センター （石巻駅前ビル4階 穀町12-18）
　午前10時〜午後4時（土日・祝日を除く）
　震災時被災3県に在住の方は刑事事件・法人を除き全て無料です。
　 申 問・ 　仙台弁護士会法律相談センター　☎022-223-2383
　（受付　午前10時〜午後5時〔先着〕土日・祝日を除く）
※当日の相談予約・キャンセルは直接石巻法律相談センターへ
　午前9時30分〜午後3時　☎23-5451
●県政に関する相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分〜午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●県消費生活相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前9時〜午後4時（土日・祝日を除く）　☎93-5700
●震災に関する裁判所の手続き案内（仙台家庭・簡易裁判所）
　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）　☎022-745-6090
●無料人権相談
　  9日（月） 　午前10時〜午後3時　北上保健医療センター
　11日（水） 　午前10時〜午後3時　河南総合支所
　20日（金） 　午前10時〜午後3時　河北総合支所
　 問  仙台法務局石巻支局　☎22-6188
●農家相談（河北総合支所3階会議室）　16日（月）　受付開始　午後1時30分
　詳細については、事前にお問い合わせください。
※農地法許可申請受付期間　4日（水）〜10日（火）
　 問　農業委員会事務局 ☎62-4826
●年金に関する相談（石巻年金事務所）
・毎週月曜日（休日のときは翌日）は相談時間を午後7時まで延長します。
・休日年金相談  14日（土）　午前9時30分〜午後4時　☎22-5115

1 1 月の相談あんない

《
欠
陥
住
宅
被
害
防
止
講
演
会
》

と
　
き　
11
月
29
日
㈰

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

と
こ
ろ　
河
北
総
合
セ
ン
タ
ー

　
「
ビ
ッ
グ
バ
ン
」

内
　
容　
欠
陥
住
宅
問
題
の
現

　
状・実
例
、住
宅
取
得
前
に
準

　
備・勉
強
す
べ
き
こ
と
等

講
　
師

　
仙
台
弁
護
士
会

　
篠
塚
功
照
弁
護
士
・
伊
藤
佑

　
紀
弁
護
士

　

欠
陥
住
宅
と
う
ほ
く
ネ
ッ
ト

　
平
山
建
治
一
級
建
築
士　

申
込
方
法　
電
話
で
申
し
込
み

　
く
だ
さ
い
。

〈
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相

談
〉

　

日
程
等
は「
11
月
の
相
談
あ

ん
な
い
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
申
・
　
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー

　
（
内
線
２
５
４
２
）

市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
か
ら

物忘れ相談
　認知症全般に関する相談にサポート医と保健師が対応します。
と　　き　12月1日（火）　
と こ ろ　河南総合支所　
　　　　　※1月からは市包括ケアセンターで行います。
対　　象　市内居住の本人、家族等
定　　員　午前2件・午後2件　
申込期限　11月30日（月）
　 申・問　介護保険課（内線2437）

要予約

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　仙台法務局および宮城県人権擁護委員連合会では、全国一斉「女性
の人権ホットライン」強化週間として電話相談を実施します。
と　　き　16日（月）〜20日（金）　午前8時30分〜午後7時
　　　　　21日（土）・22日（日）　午前10時〜午後5時
相談内容　夫やパートナーからの暴力やストーカー行為、職場でのセ
　　　　　クシュアル・ハラスメント等
　　　　　☎0570-070-810（ナビダイヤル）
　　　問　仙台法務局人権擁護部　☎022-225-5743
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暴力団問題等無料出張相談所の開設

　民事介入暴力担当弁護士や警察官等が、暴力団問題等に関する困り
ごと相談に応じます。
と　　き　11日（水）　午後1時〜4時
と こ ろ　市役所2階相談室A・B
相 談 員　・仙台弁護士会民事介入暴力対
　　　　　　策委員会
　　　　　・宮城県警察本部暴力団対策課
　　　　　・（公財）宮城県暴力団追放推進
　　　　　　センター
相談内容　不当な金品要求、飲食店等に対する用心棒料等要求、
　　　　　債権取り立て、ヤミ金融、架空請求等

　　　問　（公財）宮城県暴力団追放推進センター
　　　　　☎022-215-5050
　　　　　宮城県警察本部暴力団対策課　☎022-222-8930
　　　　　市地域協働課（内線4237）
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